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◆納 め る 人
　県内に鉱区を持っている鉱業権者

◆納 め る 額

鉱　区　税（県税） 
地下の埋蔵鉱物を採掘するという特権を与えられていることに対してかかります。

鉱 区 の 種 類 納 め る 額

砂鉱を目的としない鉱区
試 掘 鉱 区 面積  100アールごとに………年  200円

採 掘 鉱 区 面積  100アールごとに………年  400円

砂 鉱 を 目 的 と す る 鉱 区 面積  100アールごとに………年  200円

ただし、石油又は可燃性天然ガスを目的とするものは、上記税率の３分の２となります。

◆申告と納税
◎申　告……鉱業権の取得、消滅又は変更の日から10日以内に申告します。
◎納　税……東部県税局（徳島庁舎、吉野川庁舎）、南部総合県民局（地域創生防災部）又は西部総合県民

局（地域創生観光部）から送付される納税通知書により５月末までに納めます。

狩　猟　税（県税） 
鳥獣保護や狩猟に関する費用にあてるため、狩猟者の登録を受ける人に対してかかります。

◆納 め る 人
　狩猟者の登録を受ける人にかかります。

◆納 め る 額
種　　　　　　　　　　　　　　　　　類 納める額

第一種銃猟免許（装薬銃）に係る狩猟者の登録
を受ける人

県民税の所得割を納める人 16,500円

県民税の所得割を納めなくてもよい人（※） 11,000円

網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を
受ける人

県民税の所得割を納める人 8,200円

県民税の所得割を納めなくてもよい人（※） 5,500円

第二種銃猟免許（空気銃）に係る狩猟者の登録を受ける人 5,500円

（※）県民税の所得割を納めなくてもよい人のうち、県民税の所得割を納める人の同一生計配偶者や扶養親
族に該当する人（農林水産業に従事している人は除く。）は、対象となりません。

（注）１．県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員又は認定鳥獣捕獲等事業者の従事者（一定の要件を満た
す者に限る。）が令和11年３月31日までに狩猟者の登録をする場合には、課税免除となります。

２．狩猟者登録の申請日前１年以内の期間に許可捕獲等を行った人（一定の要件をみたす者に限
る。）が令和11年３月31日までに狩猟者の登録をする場合には、上表の「納める額」が概ね２分
の１となります。

◆申告と納税
　狩猟者の登録を受けるときに県税証紙を購入し、狩猟者登録申請書に貼付して納めます。
　なお、県民税の所得割を納めなくてもよい人は、証明書を関係する市町村から受けて提出してください。
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固定資産税（市町村税） 

土地・家屋や、事業に使う機械などの償却資産にかかります。

◆納 め る 人
　土地、家屋、償却資産（これらを総称して「固定資産」といいます。）の毎年１月１日現在の所有者に課税
されます。
　課税は、賦課期日現在の状況によりますので、年の途中で所有権が移転したような場合でも、その年度分の
固定資産税は賦課期日現在の所有者が納めます。
　「所有者」とは、原則として、土地については登記簿又は土地補充課税台帳に、家屋については登記簿又は
家屋補充課税台帳に、償却資産については償却資産課税台帳に、それぞれ所有者として登記又は登録されてい
る者をいいます。

◆納 め る 額
固定資産の価格
（課税標準）

1.4─100
（税率）

税　額× ＝

◆固定資産の価格
　市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格（評価額といいます。）によります。国が定めた固定資産
評価基準に基づき固定資産を評価し、市町村長がその価格を決定し、固定資産課税台帳に登録します。
　固定資産のうち土地及び家屋の価格は、通常３年ごとに評価の見直し（評価替えといいます。）をします。
この評価替えの年度を基準年度といいますが、決定された価格は、原則として３年間据え置かれます。（令和
６年度が基準年度であり、令和７年度、令和８年度は据え置き年度となります。）
　ただし、土地については、据え置き年度においてさらに地価の下落傾向がみられる場合には、市町村長の判
断により、簡易な方法で価格を修正することができる特例措置が講じられています。
　また、新築や評価替えの後に増改築をした家屋、地目の変更、分・合筆などのあった土地については、新た
に評価を行い、価格を決定します。

◆免　税　点
　市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が、次の金額に満たない
場合には、固定資産税は課税されません。

土　　　地 30万円
家　　　屋 20万円
償 却 資 産 150万円

◆土地に係る税負担の調整措置
　土地については、税負担の増加を緩和するなどの目的のために、次のような税負担の調整措置が講じられて
います。
⑴　住宅用地（住宅の敷地で住宅の床面積の10倍までの土地をいいます。）に係る課税標準の特例

小規模住宅用地（住宅用地のうち200㎡以下の部分）…………… ６分の１
一般住宅用地（小規模住宅用地以外の住宅用地）……………… ３分の１
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